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日・曜日 行　　事　　名 場　　　　所 時　　　　間 内　　　　　　　　容

火16

水17

木18

金19

日21

月22

火23

水24

木25

金26

日28

月29

火30

水31

八峰町八森愛育班創立30周年記念式典

心配ごと相談

はっぽう“んめもの”まつり「秋の収穫祭」

ほっと健康相談

交流サロンしーがる
交流サロンらべんだー

八森第1泰山会
本　　　　館
小入川なかよし
行政相談

活き活き健康教室

心配ごと相談

八森第1泰山会古紙回収日

3歳児健康診査

乳児健康診査

1歳児健康相談

心配ごと相談

八峰町自殺予防フォーラム

行政相談

岩館ひまわり健康教室

内荒巻健康教室

椿台健康教室

心配ごと相談

滝の間健康教室

あきた白神体験センター

はつらつ苑

道の駅みねはま向い広場

八森保健センター

はつらつ苑

八森保健センター

八森地域福祉センター

八森第1自治会

八森保健センター

八森保健センター

八森保健センター

はつらつ苑

あきた白神体験センター

八森地域福祉センター

岩館生活改善センター

内荒巻公民館

椿台自治会館

八森地域福祉センター

滝の間自治会館

茂浦健康教室 茂浦地区コミュニティセンター 午前10：00〜午前11：30

午前9：50〜

ことぶき大学運動会 峰栄館隣のミニ公園 午前9：45〜

しらかみキッズワイワイ広場 八森保健センター 集合：午前10：00

午後1：30〜午後4：00

午前9：00〜午後4：00

八森保健センター
午前9：00〜午後4：00塙川健康センター

塙川健康センター
午後1：30〜午後3：30

ファガス

午後1：30〜午後3：00

午前9：30〜午前11：30

午前10：00〜午後3：00

午前9：00〜正午

受付：
午後0：30〜午後1：00

受付：
午前9：30〜午前10：00

受付：
午後0：30〜午後1：00

午後1：30〜午後4：00

午後0：30〜

午前9：00〜午後2：00

午前10：00〜午前11：30

午後1：30〜午後3：00

午後2：00〜午後3：30

午前9：00〜正午

午後2：00〜午後3：30

心配ごと相談 八森地域福祉センター 午前9：00〜正午 担当：藤田喜美雄相談員

対象：子ども園入園前の子どもと保護者
内容：親子遊び（※気軽に遊びに来てください。）

担当：中山朱子相談員

※詳しくは裏面をご覧ください。

担当：中山朱子委員

対象：脳卒中後遺症者
内容：健康チェック・作業療法、リハビリ体操
※参加希望者は八森保健センターへ（TEL77－2111）

担当：堀内弘雄相談員

※午前9時までに自宅前に出してください。

対象：平成16年2月～平成16年4月生まれ

対象：平成18年10月生まれ

対象：

担当：田村鉄夫相談員

※詳しくは裏面をご覧ください。

担当：須藤キノ委員

担当：工藤六子相談員

合同健康教室

八峰町役場 八森庁舎
ファガス

八森駐在所

塙川出張所
峰栄館

峰浜駐在所

峰栄館内各課
八峰消防署

塙警察官連絡所

八森保健センター
塙川健康センター

77ー2111TEL
77ー2816TEL
77ー3110TEL

76ー3111TEL
76ー2323TEL
76ー2110TEL

76ー2111TEL
76ー3119TEL
76ー3110TEL

77ー4050TEL
76ー3111TEL

■10月16日〜31日の行事予定

平成18年12月～平成19年1月生まれ
平成19年 3月～平成19年4月生まれ
平成19年 6月～平成19年7月生まれ



八峰町自殺予防フォーラム開催

■日　　時　10月28日㈰　午後1：00～　※開場：午後0：30～
■場　　所　あきた白神体験センター
■内　　容　

■問合せ先　保健衛生課（八森保健センターTEL77－4050）

・善ババのいる風景「明るく生きること」
　　　　　　　　能代ミュージカル　今立　善子 氏
・独　唱　「千の風になって」
　　　　　　　　八森中学校　山木　亮 氏
・講　演　「地域の支えあいによる健康づくり」
　　　　　　　　秋田大学医学部　佐々木　久長 氏

農業関係補助事業のお知らせ

・対 象 者　品目横断対策の対象となる組織経営体・認定農業者（担い手）
・補 助 率　秋田県1／3以内、八峰町1／12以内で補助します。
・受付期間　11月2日㈮まで

・対 象 者　農地基本台帳で田畑合計面積が2ha以上の農業者
・補 助 率　八峰町1／4以内、ただし50万円を上限として補助します。
・受付期間　12月末まで

20年度「目指せ“元気な担い手農業夢プラン”応援事業

19年度「八峰町担い手育成応援事業

　米の概算金が10,000円になり、米に依存しない複合経営への転換が必要となって
います。町では、担い手農家への誘導や担い手農家の複合経営への転換に対して、次
の補助事業を行っています。

　品目横断対策の対象となる担い手の複合経営等に必要な農機具・農業施設の導入
を応援します。

　品目横断対策への加入条件を満たしていない農家で、品目横断対策への加入を目
指す農家の農機具・農業施設の導入を応援します。

■問合せ先　農業振興課農政係（峰栄館TEL76－2111）

■日　　時　10月21日㈰　午前9：00～午後4：00
■場　　所　道の駅みねはま向い広場
■内　　容　農作物、海産物の販売、芸能ショー、カラオケ等
■問合せ先　はっぽうんめものまつり実行委員会（TEL70－4100）

はっぽう“んめもの”まつり「秋の収穫祭」
農産物と海産物の秋の味覚を楽しもう

　「食育」と「地産地消」をテーマとして、次のとおりイベントが開催されます。

第2回「食の国あきた」県民フェスティバル

■日　　時　　

■場　　所　秋田駅前アゴラ広場　仲小路大屋根下
■内　　容　食育体験、試食・販売等
　　　　　　20日㈯　テツandトモ食育コント他
　　　　　　21日㈰　王理恵トークショー他
■問合せ先　秋田県農林水産部食の国あきた推進班
　　　　　　（TEL018－860－1764・FAX018－860－3806）

　10月20日㈯　午前10：00～午後4：00
　10月21日㈰　 午前10：00～午後3：00

　かもめ団地15号棟・夕凪第2団地Ｂ棟1号が空き家となりましたので、下記のとおり
入居者を募集します。

町営住宅入居者募集

●かもめ団地15号棟（平成5年度建築）

■入居可能日　11月上旬を予定
■家　　　賃　入居者（同居者を含む）の収入に応じた月額家賃となります。

■入居資格者及び条件
　・現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
　・公営住宅法に規定する収入基準以下であること。
　・犬、猫等のペットは禁止。　・その他町営住宅に関する条例等による。
■申込方法と期限
　　申込用紙を建設課（峰栄館）、総務課（八森庁舎）にありますので、
　所定事項を記入のうえ、10月24日㈬までに申し込んでください。
　※都合により来庁できない場合は、郵送しますのでご連絡ください。
■問合せ先　建設課町営住宅担当（峰栄館TEL76－2111）

　・入居所在地　八峰町八森字岩館塚の台86－15
　・募集戸数　木造2階建て　1戸（2LDK）
　　※ホームタンクの設置は自己負担となります。

　・入居所在地　八峰町八森字八森80－1地内
　・募集戸数　木造2階建て　1戸（3LDK）

●夕凪第2団地Ｂ棟1号（平成10年度建築）

・かもめ団地15号棟……18,700円～31,000円
・夕凪第2団地B棟1号…23,700円～39,300円
※敷金は、家賃の3ヶ月分です。

　県では、松くい虫防除に関心のある県民を対象に、専門調査員を育てる研修（一般
の部）を行っています。

松くい虫専門調査員研修の募集

■研 修 日　10月25日㈭・26日㈮
■場　　所　秋田市
■受　　付　10月18日㈭まで　研修は無料
■問合せ・申込先　山本地域振興局農林部森づくり推進課

（TEL52－2181）

「秋田の食材まるごと弁当コンクール‘07」参加者募集

■応募資格　県内の中学生・高校生
■応募規定　

■応募方法　所定の応募用紙か、A4用紙に次の項目を記載してください。
　①弁当名　②使用材料4人分の分量（や個数を具体的に）と作り方
　③作品についてのコメント
　（味のイメージ、地域農産物のＰＲ、作るときに注意した点等）
　④弁当のできあがり写真（イラスト可）
　⑤作成者の氏名、年齢、連絡先（郵便番号、住所、電話・FAX番号）
■応募期限　10月19日㈮
■審査方法　1次：書類選考　2次：書類選考、実物審査により部門ごとに選考
■賞 品 等

・料理のジャンルは不問　・地域の食材を5品目以上使用
・応募は、個人又は2名までのグループ（複数応募可）
・材料代は、4人分で2,000円以内
・応募後のメニュー、材料の変更は不可

最優秀賞　1点　賞状と副賞
 （あきたこまち10㎏と図書券1万円）
優 秀 賞　2点　　賞状と副賞
 （あきたこまち10㎏と図書券5千円）
優 良 賞　3点　賞状と副賞
 （あきたこまち5㎏と図書券3千円）

g

〒010－0001　秋田市中通6－7－9TEL018－884－5512

■問合せ・応募先　秋田県ごはん食推進会議（社団法人秋田県農業公社内）
　　　　　　　　（社団法人秋田県農業公社内）

　　　　　　　　

　行政相談とは、役所（国、県及び
市町村）や公団などの仕事に関して、
苦情や困っていること、心配なこと、
分からないこと、要望したいことなど
についての相談に応じ、その解決を
お手伝いするもので、総務省が行っ
ているものです。
　相談員が、相談に応じて必要な助
言をし、県の関係機関や市町村に苦情や要望を連絡して解決に務めます。
　下記の日程で行政相談所を開設しますので、お気軽にお越しください。相談はお電
話、お手紙でもお受けいたします。なお、相談料は無料で秘密は守ります。

10月15日～21日は「行政相談週間」です
　　　　　　　ききます、とどけます、あなたの声を行政に

■須藤キノ委員　八峰町八森字上家後151－6（TEL77－2930）
　16日　
　17日　
　19日　
■中山朱子委員　八峰町峰浜水沢字水沢60（TEL77－3593）
　19日

岩館生活改善センター……
八森地域福祉センター……
八森地区多目的集会施設…

塙川健康センター………… 午前9：30～午前11：30

午前9：00～午後1：00
午前9：00～正午
午前9：00～正午

　違反建築防止週間とは、住民の皆様に建築基準
法の目的や内容についてもっと知っていただき、違
反建築の防止を図るとともに、建築に関する様 な々取
り組みを行うことによって建築物の安全性の確保と
良好な住環境をつくることを目的として全国的に行う
ものです。
  10月12日には、県内各地で一斉公開建築パトロール
を実施します。皆様も、住宅の安全性などについて、
チェックしてみてはいかがですか。

10月11日㈭～10月17日㈬は違反建築防止週間です

■問合せ先　秋田県建設交通部建築住宅課（TEL018－860－2565）
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